
・ 10Ｗ以下 （月 129円）

・ 10Ｗ超～20Ｗ以下 （月 158円）

・ 20Ｗ超～40Ｗ以下 （月 217円）

・ 40Ｗ超～60Ｗ以下 （月 276円）

・ 60Ｗ超 （月 394円）

・ 40W以下 事業費の３/４ 限度額 20,000円

・ 40Ｗ超～60Ｗ以下 事業費の９/10 限度額 40,000円

・ 60Ｗ超 事業費の４/５ 限度額 35,000円

・ＬＥＤの防犯灯 事業費の９/10 限度額 40,000円

・防犯灯設置に係るポール 事業費の９/10 限度額 36,000円
の新設改造（修繕を除く）

　現在内容を精査中ですので、詳細が決まり次第、各自治会に
お知らせいたします。

地域における共助の取組を支援す
るため、災害備蓄品の購入を補助

⑸ 耐震改修工事（設計を含む）
   事業費の２/３　限度額　25年間で2,000,000円

新　築
　限度額　5,000,000円 （融資期間　10年以内）

増改築
　限度額　2,000,000円 （融資期間　５年以内）

土　地
　限度額 15,000,000円 （融資期間　20年以内）

建設資金の一部を融資あっせ
んし、その利息を補助

⑴ 新築、建替えに対する補助
⑵ 建物購入に対する補助
⑶ 増築、改築、修繕及び備品
   購入に対する補助
⑷ 耐震診断に対する補助
⑸ 耐震改修工事(設計含む)に
　 対する補助
⑹ 集会所の地代、家賃に対す
   る補助

 ※ 事業費が60万円を超える
　  場合は、事前協議が必要

災害備蓄品
購入支援補助金

1,548円

1,896円

2,604円

3,312円

4,728円

年

年

⑹ 民地等または建物の賃借
　 事業費の１/３　限度額　同一年度内に100,000円

⑴ 集会所の新築、建替え
 　事業費の１/２　限度額　10,000,000円

⑵ 既存の建物の購入
　 事業費の１/２　限度額　10,000,000円

⑶ 集会所の増築、改築、修繕及び備品購入
　 事業費の１/３　限度額　25年間で3,000,000円

⑷ 耐震診断
   事業費の２/３　限度額 100,000円

　事業費の１/３
　限度額　同一年度内に500,000円

　事業費の１/２
　限度額　１件につき80,000円

自治会に対する補助金等一覧表(令和７年４月現在)

名　　　　称 補　助　の　対　象　と　内　容事　業　内　容

回覧チラシ等
配布業務委託料

自治会が行う回覧チラシの配
布やポスターの掲示について、
市と自治会で委託契約を結び、
自治会に委託料を支払う。

（３円×回覧チラシ依頼件数
　　　　　×毎月末日現在の自治会加入世帯数）＋
（1.2円×掲示ポスター依頼件数
　　　　　×毎月末日現在の自治会区域内世帯数）

コミュニティ
奨励補助金

１自治会につき　１年間の補助限度額
　均等割 50,000円 ＋ 世帯割 80円 × 自治会加入世帯数
　（例：500世帯の自治会 ⇒ 年間限度額　90,000円）
※1,250世帯以上の場合は、年間限度額 150,000円

広報板新設・
改造事業補助金

年

自治会の健全な育成に資するた
め、自治会が主催する地域コミュ
ニティづくり事業全般に補助（年
間を通じた補助）

街を明るくし、良好で安全な地域
環境をつくり、犯罪の予防や青少
年の非行防止等を図ることを目的
とした防犯灯の新設・改造に対す
る補助

地域の自治活動の振興を図ること
を目的とした広報板の新設・改造
に対する補助（一部修繕を含む）

防犯灯新設・
改造事業補助金

防犯灯維持管理
事業補助金

各自治会が管理する防犯灯の
電気料金への補助

年

年

消火器具新設・
改造事業補助金

安全な地域環境をつくること
を目的とした消火ホース・消
火器の購入及び格納箱の新設・
改造に対する補助

集会所建設資金
等融資あっせん
利息補給

【R6.4改正】
集会所施設整備
等事業補助金

R７ 新設予定


